
｢（仮称）ダイキン宮本町」建設計画概要 

 

建 築 物 名 称 （仮称）ダイキン宮本町 

所 在 地 川崎市川崎区堀之内町９番１８号 

敷 地 面 積 １８３．２５㎡ 

 指定建ぺい率 ８０％  指定容積率 ４００％ 

用 途 地 域 商業地域 

建 築 物 の 用 途 簡易宿所 （住戸数 ０戸） 

構 造 鉄骨造  地上７階建 

建 築 面 積 １０４．４４㎡ 

延 床 面 積 ７３１．０８㎡ 

高 さ ２１．１５ｍ 

客室数及び定員 ５９室 ５９名 

申 請 者 住 所 川崎市川崎区本町１－８－２３ 

申 請 者 氏 名 有限会社 福
フク

主
ズ

美
ミ

商事
ショウジ

 

代表取締役 佳
ヨシ

永
ナガ

 恭
ヨシ

秀
ヒデ

 

 

 

 

必 要 な 手 続 （１）旅館業法に基づく手続 

（建築物の用途が簡易宿所のため） 

（２）川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る 

紛争の調整等に関する条例に基づく手続 

   （非住居系地域内の建築物で、建築しようとする建

築物の部分の高さが１５ｍを超えるため） 

 

資料１
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旅館業法について 

 

１ 法律の目的（法第１条関係） 

旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発

達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様

化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向

上に寄与することを目的とする。 

 

２ 旅館業の種別（法第２条関係） 

旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 

 

３ 営業の許可（法第３条関係） 

  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事（川崎市の場合は保健所

長。）の許可を受けなければならない。 

  ただし、次の場合には許可を与えないことができる。 

〇 施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき 

〇 旅館業法に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又

は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過してい

ない者など 

〇 当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき  

〇 施設の設置場所が、次の施設の敷地の周囲おおむね百メートルの

区域内にある場合において、その設置によって当該施設の清純な施

設環境が著しく害されるおそれがあると認めるとき 

 

    

 

 

 

なお、許可を与える場合には、あらかじめ、施設の設置によって、

当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうか

について、当該施設の管理者等に意見を求めなければならない。 

 

ア 学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く。） 

イ 児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設 

ウ 社会教育法第２条に規定する社会教育に関する施設その他の

施設で、都道府県の条例で定めるもの  

資料２
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簡易宿所について 

 

１ 旅館業の種別について（旅館業法第２条） 

旅館業＝ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業 

ホテル営業：洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を

宿泊させる営業（簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの） 

      客室面積基準＝９㎡／室以上、１０室以上 

洋室４．００㎡／人以上、和室３．３０㎡／人以上 

        ※いす及びテーブルを設けた宿泊定員数に応じた規模の食堂を有す

ること。 

旅館営業 ：和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を

宿泊させる営業（簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの） 

        客室面積基準＝７㎡／室以上、５室以上 

洋室４．００㎡／人以上、和室３．３０㎡／人以上 

簡易宿所営業：宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を

設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業（下宿営業以外のもの） 

客室面積基準＝４．９５㎡／室以上、客室延面積３３㎡以上 

１．６５㎡／人以上 

下宿営業 ：施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿

泊させる営業 

客室面積基準＝７㎡／室以上（１人専用の場合は４．９５㎡／室以上） 

３．３０㎡／人以上 

        

 

２ 旅館業施設数について 

  

ホテル 旅館 簡易宿所 下宿 計

川崎区 16        21        72        5         114       

幸区 1         2         3         -         6         

中原区 5         6         4         -         15        

高津区 5         1         1         -         7         

宮前区 1         6         -         -         7         

多摩区 1         5         -         -         6         

麻生区 1         1         1         -         3         

計 30        42        81        5         158       

※平成２４年４月末現在
 

 

３



【旅館業法第３条第３項に規定される施設】 

 

１ 学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く。） 

   幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、 

高等専門学校 

 

２ 児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設 

   助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、 

障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、 

児童自立支援施設、児童家庭支援センター 

  《児童福祉法における「保育所」の定義》 

   国の定める「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を満たし、児童福祉法第３５条に

基づき、川崎市が設置した施設及び川崎市長が認可した施設 

  

３ 社会教育法第２条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、１、２に掲げ

る施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの。 

 

  図書館法第２条第１項に規定する図書館 

  博物館法第２条第１項に規定する博物館及び同法第２９条に規定する博物館に相

当する施設 

  社会教育法に規定する公民館 

  少年院法第２条第１項に規定する少年院 

  学校教育法第１２４条に規定する専修学校及び同法第１３４条第１項に規定する

各種学校 

  都市公園法第２条第１項に規定する都市公園 

  国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施

設、スポーツ施設その他の施設で、知事が指定したもの 

  

４



 事前指導

1 証明願
2 案内図
3

→ →

4 平面図
5 立面図
6 配置図
7 建築計画概要書

↓

← 証明書を申請者に交付 ←
協議結果を保健所長に
通知

 申請前指導

1 旅館業営業許可申請書
2 営業施設の配置図
3 営業施設の各階平面図
4 営業施設の4面の立面図
5

6 玄関帳場又はフロントの詳細図
7

8
→

9

10 証明願
11

12

13 建築基準法に基づく検査済証の写し
14

15

↓

現地調査・書類審査

↓
基準に適合する場合は
旅館業営業を許可

↓

←
旅館業営業許可書を申
請者に交付

旅館業営業の開始

旅館業等建設対策協議
会の開催

※旅館業法第３条第４
項の規定上支障がある
かどうかについて審査

消防法令適合通知書
（必要に応じて）

旅館業営業許可申請書
の受理

旅館業営業許可申請手続きについて

申請者
保健所

（区保健福祉センター
衛生課）

健康福祉局
健康安全室

申請施設２００ｍ以内に所在する学
校等との距離の状況が明確に記入さ
れた図面

階層式の客室がある場合は、2面以
上の断面図

↓

旅館業営業許可申請書を保健所に提出

↓

↓

旅館業営業許可の取得

↓

入浴設備の給湯及び給排水施設の
構造を明らかにする図面
営業施設の中心から半径200m以内
の見取図
法人の場合は、定款又は寄附行為
の写し及び登記事項証明書

地元地域住民への説明会等の内容
を記載した書類
土地、建物が他人の所有の時は使
用承諾書等

建築基準法に基づく確認済証の写し
（必要に応じて）

健康福祉局健康安全室
に意見照会

証明願を保健所に提出

証明書の取得　

事前相談

申請前相談

↓

※現在はこの段階
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社会福祉法について【第二種社会福祉事業関係】 

 

１  定義（法第二条関係） 

  次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。 

  生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿

泊所その他の施設を利用させる事業  

 

２  第二種社会福祉事業の届出（法第六十九条関係） 

国、都道府県、政令市及び中核市以外の者は、第二種社会福祉事業を開始し

たときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲

げる事項を届け出なければならない。 

一  経営者の名称及び主たる事務所の所在地  

二  事業の種類及び内容  

三  条例、定款その他の基本約款  

資料３

６



第２種社会福祉事業宿泊所の運営開始までの流れ 

 
 
   （日 程）       （事業者） 
 
  開設日まで３ヶ月以上前  開設候補地・開設見込時期・開設見込規模を

市へ事前相談 
               「事前相談届」の提出 
 
  事前相談日より７日以内  開設候補地の近隣住民への事前説明及び近隣

住民との協議、協定の締結 
                 
 
  事前説明日から５日以内  市へ「事前説明及び協議実施報告書」提出 
 
 
 
  開設日まで        市へ事業計画を決定してから５日以内に「事

業決定報告書」を提出 
 
 
  開設日より１ヶ月以内   「開設届」（社会福祉法第６９条第１項の規定

に基づく）の提出 
 
 
 
 

７７



簡易宿所
（ビジネスホテル等）

旅館業法による
旅館営業の許可

制限なし
（旅館業法第５条の規定に
より、正当な理由無く宿泊
を拒んではならない。）

旅館業法に基づき利用者
が衛生的に宿泊できるよ
う行政指導、立ち入り検
査等

生活保護法における
住宅費上限額

６９，８００円

住宅費 １泊の宿泊料×３０日分

住宅費以外の費用徴収 なし

≪川崎市内地域に起居する≫
・住宅に困っている低所得者
・生活困窮者および野宿生活者　等

食費（24,000円～43,500円）
管理費等（0円～21,300円）

「社会福祉法」および「社会福祉
法に基づく第二種社会福祉事業
（宿泊事業）に係るガイドライ
ン」による行政指導、立ち入り検
査等

簡易宿所と第二種社会福祉事業宿泊所の相違点

第二種社会福祉事業宿泊所

社会福祉法による事後届出制

月額賃料

５３，７００円

根拠法等

事業者への指導

生
保
受
給
者
に
対
し
て

宿泊者の制約

８



生活保護受給数について

保護人員に占
める割合

川崎福祉事務所 1,774 人 5,624 人 31.54%

大師福祉事務所 43 人 2,868 人 1.50%

田島福祉事務所 16 人 2,795 人 0.57%

幸福祉事務所 30 人 4,765 人 0.63%

中原福祉事務所 9 人 2,904 人 0.31%

高津福祉事務所 29 人 3,753 人 0.77%

宮前福祉事務所 10 人 3,329 人 0.30%

多摩福祉事務所 9 人 3,911 人 0.23%

麻生福祉事務所 3 人 1,971 人 0.15%

合　　　計 1,923 人 31,290 人 6.15%

保護人員に占
める割合

川崎福祉事務所 92 人 5,624 人 1.64%

大師福祉事務所 167 人 2,868 人 5.82%

田島福祉事務所 27 人 2,795 人 0.97%

幸福祉事務所 95 人 4,765 人 2.00%

中原福祉事務所 0 人 2,904 人 0.00%

高津福祉事務所 163 人 3,753 人 4.34%

宮前福祉事務所 58 人 3,329 人 1.74%

多摩福祉事務所 68 人 3,911 人 1.74%

麻生福祉事務所 57 人 1,971 人 2.89%

合　　　計 727 人 31,290 人 2.32%

（平成２４年４月１日現在）

０施設
（定員数　　　０人）

５施設
（定員数　１８９人）

２施設
（定員数　　７６人）

２施設
（定員数　　７３人）

２２施設
（定員数　８５７人）

被保護人員数
簡易宿所を居住地として生活保護受給
中の者

第２種社会福祉事業宿泊所を居住地と
して生活保護受給中の者

被保護人員数

２施設
（定員数　１０２人）

５施設
（定員数　２１０人）

１施設
（定員数　　３４人）

４施設
（定員数　１０４人）

１施設
（定員数　　６９人）

９



１　簡易宿所を居住地とする生活保護受給者の推移

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

20,773 22,522 23,245 23,903 24,216 24,449 25,543 28,481 30,636 31,920

1,853 1,742 1,805 1,716 1,731 1,731 1,754 1,849 1,865 1,774

※　簡易宿所利用者は各年2月末日現在の川崎福祉事務所における数
※　生活保護受給人員は各年3月月報における市内全体数

２　簡易宿所における生活保護受給者の状況（平成２４年４月１日現在）

施設数 定員数

54 2,981 1,923 64.5%

※川崎区内簡易宿所については、いわゆるビジネスホテル等を除いた施設数・定員数

簡易宿所における生活保護受給者の利用状況等

生活保護
受給者
割　　合

生活保護
受給者
合　　計

川崎区内簡易宿所

生活保護受給人員

簡易宿所利用者

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

簡易宿所利用者

簡易宿所利用者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

生活保護受給人員

生活保護受給人員

10



 

川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等 

に関する条例について 

 

 

１ 目的（第１条関係） 
 中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに中高層建築物等の建築及び

開発行為に係る紛争のあっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、

その紛争の調整等を図り、もって良好な近隣関係を保持し、併せて地域におけ

る健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。 

 
２ 対象建築物（第２条関係） 
（１）住居系地域内 

建築物の高さが 10 メートルを超えるもの 
（２）非住居系地域内（商業地域など） 

建築物の高さが 15 メートルを超えるもの 

 
３ 紛争内容（第２条関係） 

中高層建築物の建築に伴って生ずる日照、通風又は採光の阻害、電波受信障

害等が近隣関係住民の日常生活に及ぼす影響に関する建築主又は当該建築に係

る工事の請負人と近隣関係住民との間の紛争などを対象とする。 

 
４ 計画等の説明（第１０条関係） 

事業主は標識を設置し、その土地又は建築物の敷地の全部または一部が中高

層建築物の隣地境界線からの水平距離で１０メートル以内にある隣接住民の

方々には、建築物の構造、規模、工事期間等について説明しなければならない。 
また、敷地境界線からの水平距離で当該中高層建築物の高さの２倍以内の周

辺住民の方から説明を求められた場合は、説明をしなければならない。 

 
５ 報告（第１１条関係） 
 建築主は、速やかに当該説明の内容を市長に報告しなければならない。また、

市長は、報告を受けたときは、その内容について審査し、21 日以内に建築主に

通知するものとする。 
なお、相当な理由があるときは、建築主に補正を求めることができる。 

資料４
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川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例

手続フロー図 

 

建  築  主               市               

 
 
                                 ・計画の誘導事項  

   事 前 相 談               情  報  提  供 ・地元説明の内容等 

                                 ・電波障害対策等 

  ・報告書等の様式類交付 

 

        ２～３日以内 
  
 標 識 設 置    標識設置届の提出                 標識設置届受理 

 
          ・近隣関係住民説明等報告書を 

              提出しようとする日の１４日前 

 

 

   地 元 説 明  指 導・助 言 
 

 

          近 隣 関 係 住 民 
１４日              

          隣接住民     周辺住民 

          計画説明     計画説明       

                               

                   （義務付け）   （申出により） 

   

 

                                            

    近隣関係住民説明等                報告書 受理 
      報告書の提出 ・確認等の申請をしよう 

とする日の２１日前         ・報告書を受理してから２１日以内  審 査 
                                     

     通知書 受理                                                  審査終了通知 
                                     
２１日                                                      

 

 

     建築確認申請等                                   ●申請書等に裏判処理 
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「川崎区堀之内町に建設予定の（仮称）ダイキン宮本町」に関する経緯について 

 
 
１ 経過 

 
年 月 日 手 続 き 等 の 経 過 

平成 23 年 10 月 27 日

平成 23 年 11 月 22 日

平成 23 年 11 月 28 日

平成 24 年 1 月 24 日

     1 月 27 日

     2 月 7 日

     2 月 20 日

     3 月 13 日

     3 月 19 日

4 月 5 日

4 月 13 日

4 月 16 日

4 月 23 日

旅館業法に基づく距離証明願 受理 
旅館業等建設対策協議会 
旅館業法に基づく距離証明書 交付 
紛争調整条例に基づく標識設置 
事業主からの標識設置届書 受理 
事業主による第１回近隣住民説明会 
事業主による第２回近隣住民説明会 
請願４２号提出 

事業主からの近隣関係住民説明等報告書 提出 
上記報告書に対する補正通知書 交付 
事業主が２町会長に補足説明 
事業主が近隣住民宅へ文書をポスティング 
事業主からの補足説明の結果についての報告書 受理 

 

２ 関係法令 

 
 ・旅館業法 
 ・川崎市旅館業法施行令に基づく施設の構造設備の基準に関する条例 
 ・川崎市旅館業等建設対策協議会要綱 

・社会福祉法（第２種社会福祉事業の届出がなされる場合のみ） 
 ・建築基準法 
 ・川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例 
 

資料５
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